
1.避難所の想定と清掃概念図
 本マニュアルが対象とするのは表１に⽰す様に標準的な1,000⼈規模の⼩中学校です。
最近ではマンホールトイレの設置も増えています。図で把握しておきましょう。

 我々ビルメンが全ての清掃を⾏う訳ではありません。避難所関係者への事前教育に
よって図１に⽰す様に、事前に清掃⽤⽔を⽤意してもらい、初動期は被災者が清掃し
応急期から災害協定に基づいて、ビルメン事業者が避難所を巡回清掃します。本書は
そのマニュアルです。状況に応じて全協の「避難所衛⽣マニュアル」も併⽤します。



2.避難所清掃が必要な理由
 なぜ避難所清掃が必要なのでしょうか。図２を⾒てください。災害時であってもトイレ
は我慢できません。⼗分な清掃ができない状況にあると、図３に⽰すように被災者は、
トイレを我慢することで、体調を崩し、最悪は災害関連死として死亡するケースが増え
ています。避難所の清掃は内閣府をはじめ、国や市町村が最⼤の課題としているのです。



3.避難所運営の担当者と連携
 感染症対策のため、ビルメンは避難所運営の関係者と連携します。図４・５に⽰す様に
担当者や清掃場所や清掃⽤⽔の管理場所などを事前教育の際に確認しておきます。



4..携帯トイレ事前教育①
 避難所被災者に衛⽣維持について事前教育をします。その際、図６を⽤いて清掃の
原理を説明し、発災時には⽔が使えないことから携帯トイレが必要なことを⽰します。
また、携帯トイレを⽤いても汚れが蓄積するので、事前に清掃⽤⽔を⽤意しておき、
ビルメンがその⽔と資機材を⽤いて巡回清掃する、というサポート体制を理解して
もらいます。

 避難所の収容⼈数は1000⼈程度で⾮常に多く、また場合によってはそれ以上の⼈数
が避難する場合もあります。推奨される携帯トイレ備蓄数は下図に⽰す様に、⾮常に
多く、そのための保管スペースもそれなりの場所が必要なことを理解してもらい、
事前に万全に⽤意してもらうことが重要です。



5.携帯トイレ事前教育②
 携帯トイレの必要備蓄数を確認したら、実際の使い⽅をレクチャーしましょう。
その際に排泄量がどのくらい出るのかも、下図で確認します。これも相当な量です。
保管場所同様、排泄物の保管場所や衛⽣対策もすり合わせしておきましょう。
また、並⾏してゴミ回収業者に災害時の⽬標回収⽇数も念の為確認しておくことです。

 このように具体的に数値を⽰し、災害時避難所である⼩中学校にはポリペール（90ℓ）
が設置されていますから、それを⽰しながら必要なゴミ庫のスペースを確認しましょう。
⼤阪市の⽬標では「災害時のゴミ回収は発災後3⽇以内」とされていますが、様々な要
因が影響しますのでやはり１週間程度をみておくとともに、図７に⽰す様に、できるだ
けごみ容量を減らす事前教育を⾏いましょう。



6.衛⽣維持清掃⼿順と資機材

図８



7.衛⽣清掃⼿順①トイレ

 携帯トイレを使う際も、破損がない通常のトイレの便座を使⽤します。停電
の際は特に、周辺を⼿で触りますから、多くの⼈が触りそうな場所も清掃します。

 また、図１０に⽰す様にたくさんの⼈がトイレを⾏き来しますから、⾜洗い
槽の設置も有効です。同時にコロナ対策として、トイレ前に待機する⼈が集まっ
て密にならないようにすることも必要となってきます。
 1⽇に何回もトイレに⾏くことになるので、トイレ前などに必要な掲⽰板など
を掲げて、衛⽣維持に関する情報などを共有してもらいましょう。



8.衛⽣清掃⼿順②洗⾯・ドアノブ等

 避難所が断⽔時は⽔タンクなどの⽔を使うことになるかと思いますが、その際
も蛇⼝清掃はしっかりしましょう。

 コロナ対策の換気を兼ねて、⽚側開放で必要以上にドアノブを触らないように
指導することも⼤事です。同様に常時点灯のスイッチは固定するなど、清掃頻度
を減らしながら衛⽣維持を保つ⽅法も指導しましょう。


